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    座間市消費生活センター 

令和７年度 消費生活相談の受付状況 総合政策部市民広聴課 

市消費生活センターで実施している消費生活相談は、消費者安全法に基づいて行っています。 

消費者からの消費生活全般に関する苦情や問い合わせなどに対し、専門の相談員が問題解決の

ためのサポートや情報の提供、必要に応じて事業者と連絡を取るなど、公正な立場で対応してい

ます。 

❏市の消費生活相談窓口 

市の消費生活センター相談窓口は、次のとおり開設しています。 

○相談日 月・火・木・金曜日 午前９時３０分～１２時  午後１時～４時 

○場 所 市役所（市庁舎１階市民広聴課内）消費生活センター 

○相談員 消費生活専門相談員３人（令和８年４月現在） 

○相談の体制 月・火・木・金曜日 ２人 

○相談専用電話 ０４６－２５２－８４９０ 

❏消費生活相談の受付件数 

 令和７年度の相談件数は７２５件(苦情６５５件、問合せ７０件)で、令和６年度に比べ１５６

件減少しました。 

            年 度 別 相 談 件 数 の 推 移 

年  度 件   数 前年度との差 対前年度比 

令和７年度 725件 △156件 82.3% 

令和６年度 881件 34件 104.0% 

令和５年度 847件 △127件 87.0% 

令和４年度 974件 153件 118.6% 

令和３年度 821件 △2件 99.8% 

令和２年度 823件 △77件 91.4% 
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❏相談方法別の内訳 

相談方法は、電話による相談が６１７件で全体の８５．１％となっています。また直接センタ

ーに来所されての相談は１０８件で、その割合は１４．９％でした。 

❏契約当事者の男女別内訳 

 令和７年度の相談では、契約当事者の男女比率で男性の割合が前年度の４５．２％から４４．

７％と減少、女性の割合は４９．２％から４８．８％に減少しました。 

 

 

 

 

❏契約当事者の年代別内訳 

年代別の契約当事者数は、令和６年度は７０歳代の相談が第１位でしたが、令和７年度も引き

続き７０歳代の相談が最も多くありました。 

年 齢 
令和７年度 令和６年度 

男性 女性 不明 合計 男性 女性 不明 合計 

１９歳以下 10件 6 件 0 件 16件 4 件 4 件 0 件 8 件 

２０歳代 22件 33件 0 件 55件 46件 45件 0 件 91件 

３０歳代 26件 30件 0 件 56件 31件 39件 0 件 70件 

４０歳代 29件 26件 0 件 55件 38件 46件 0 件 84件 

５０歳代 45件 56件 0 件 101件 49件 65件 0 件 114件 

６０歳代 53件 50件 0 件 103件 49件 65件 0 件 114件 

７０歳代 48件 57件 1 件 106件 61件 71件 1 件 133件 

８０歳代以上 36件 41件 0 件 77件 45件 53件 1 件 99件 

不明 55件 55件 46件 156件 75件 45件 48件 168件 

合計 324件 354件 47件 725件 398件 433件 50件 881件 

＊男女別･年齢別契約当事者数は、下図のとおりです。 

 

性 別 

 

令和７年度 令和６年度 

男 性 324人 398人 

女 性 354人 433人 

不 明 47人 50人 
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❏相談の多かった対象商品役務(サービス)別上位 10 

 令和７年度は、サービス（役務）に関する相談で、既存の専門分類（通信、金融など）に当て

はまらない「役務その他」の相談件数が６６件で第１位となりました。 

第２位は、前年度同様の「放送・通信サービス」となり、相談件数が５２件となっています。 

 

 

 

 

順位 商品・役務（サービス）名 令和７年度 令和６年度 

1 位 役務その他 66 件 62 件 

2 位 放送・通信サービス 52 件 63 件 

3 位 商品一般 51 件 92 件 

4 位 化粧品 50 件 31 件 

5 位 レンタル・リース・賃借 40 件 62 件 

6 位 保健 33 件 40 件 

7 位 工事・建築・加工 28 件 42 件 

8 位 他の食品 26 件 46 件 

9 位 他の教養・娯楽 25 件 20 件 

10位 住宅設備 22 件 19 件 
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❏販売購入形態別による内訳 

  販売購入形態別の件数を見ますと、令和６年度に引き続いて通信販売に関する相談が第１位、

第２位は店舗購入に関する相談、第３位は訪問販売に関する相談となっています。 

 

販売購入形態別の分類 

分  類 令和７年度 令和６年度 

店舗購入 122件    171件    

訪問販売 90件    127件    

通信販売 266件  299件  

マルチ・マルチまがい 0 件    2 件    

電話勧誘販売 46件    42件    

ネガティブオプション 0 件    2 件    

訪問購入 9 件    6 件    

他の無店舗販売 1 件    1 件    

不明、無関係 191件    231件    

合    計 725件    881件    
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❏相談の内容別内訳 

相談の内容別分類 

分   類 令和７年度 令和６年度 

安全・衛生 11件 

95 件 

11 件 

46 件 

1 件 

75 件 

278 件 

832 件 

105 件 

0 件 

1 件 

8 件 

3 件 

7 件 19件 

19件 

95 件 

11 件 

46 件 

1 件 

75 件 

278 件 

832 件 

105 件 

0 件 

1 件 

8 件 

3 件 

7 件 19件 

品質・機能・役務品質 64件 84件 

法規・基準 10件 22件 

価格・料金 40件 59件 

計量・量目 1 件 1 件 

表示・広告 68件 44件 

販売方法 127件 273件 

契約・解約 520件 613件 

接客対応 201件 158件 

包装・容器 0 件 0 件 

施設・設備 1 件 2 件 

買物相談 15件 12件 

生活知識 2 件 0 件 

そ の 他 3 件 

件 

8 件 

件 
※相談内容により件数に重複があります。 

 

❏参 考 資 料 座間市の消費生活相談体制の移り変わり 
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❏県の消費生活相談の窓口 

○かながわ中央消費生活センター （かながわ県民センター６Ｆ） 

   神奈川県では、市の相談窓口が開設していない日や時間帯に相談したい場合や、特別な理

由で市での相談を希望しない方などからの相談を受け付けています。 

 

○相談日 月曜日～金曜日    午前９時３０分～午後５時   

     土曜日      午前９時３０分～午後４時３０分 

     ※祝日、休日、年末年始及びかながわ県民センター休館日はお休みです。 

○電話  ０４５－３１１－０９９９ 

 

詳細につきましては、総合政策部市民広聴課 ☎０４６－２５２－８２１８へ お問い合

わせください。 


